
我孫子市都市公園条例及び我孫子市使用料条例の一部を改正する条例 

 

 （我孫子市都市公園条例の一部改正） 

第１条 我孫子市都市公園条例（昭和３７年条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係） 

 都市公園

の名称 

有料公園施設 数   都市公園

の名称 

有料公園施設 数  

 手賀沼公

園の項及

び湖北台

中央公園

の項  略 

略 略   手賀沼公

園の項及

び湖北台

中央公園

の項  略 

略 略  

 利根川ゆ

うゆう公

園 

野球場 ２   利根川ゆ

うゆう公

園 

野球場 ２  

 野球場（少年用） ２      

 サッカー場 ２   サッカー場 ２  

  サッカー場（少年

用） 

２       

 明田緑地 略 略   明田緑地 略 略  

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

 都市公園

の名称 

無料公園施設 数   都市公園

の名称 

無料公園施設 数  

 利根川ゆ

うゆう公

園 

    利根川ゆ

うゆう公

園 

野球場（少年用） ２  

     サッカー場（少年

用） 

２  

 オフロード自転車

コース 

１   オフロード自転車

コース 

１  

 明田緑地 略 略   明田緑地 略 略  



  

（我孫子市使用料条例の一部改正） 

第２条 我孫子市使用料条例（昭和５１年条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

（種類及び額） （種類及び額） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、地方自治

法第238条の４第７項の規定による許

可により我孫子市道路占用料条例（昭

和50年条例第10号）別表の占用物件の

欄に掲げるものを本市が所有し、又は

管理する行政財産に設ける場合の使

用料の額は、同条例の例により算出し

た額とする。 

 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

１  都市公園条例第２条第１項又は

第３項並びに都市公園法（昭和31年

法律第79号）第５条第１項又は第６

条第１項及び第３項の許可に係る

もの 

１  都市公園条例第２条第１項又は

第３項の許可に係るもの 

 
区分 単位 

金額

（円） 

  
区分 単位 

金額

（円） 

 

 使

用

料 

行商、募金そ

の他これらに

類する行為を

する場合 

１人１日 160   行商、募金その他

これらに類する

行為をする場合 

１人１日 105  

 １ 平 方 メ

ー ト ル １

日 

略   １ 平 方 メ

ー ト ル １

日 

略  

 業として写真

撮影を行う場

常

時 

写真機

１台１

2,100   業とし ての写真

撮影を行う場合 

常

時 

写 真 機

１ 台 １

1,050  



合 月 月 

 臨

時 

写真機

１台１

日 

160   臨

時 

写 真 機

１ 台 １

日 

105  

 業として映画

撮影を行う場

合 

１ 回 ２ 時

間以内 

1,050   業とし ての映画

撮影を行う場合 

１ 回 ２ 時

間以内 

1,050  

 興行を行う場

合 

１ 平 方 メ

ー ト ル １

日 

６       

 競技会、展示

会その他これ

らに類する催

しのため都市

公園の全部又

は一部を独占

して利用する

場合 

１ 平 方 メ

ー ト ル １

日 

２   競技会、展示会そ

の他これらに類

する催しをする

場合 

１ 平 方 メ

ー ト ル １

日 

１  

 公園施設を設

置する場合 

１ 平 方 メ

ー ト ル １

月 

100 

（ 公

募 の

方 法

に よ

り 便

益 施

設（都

市 公

園 法

施 行

      



令（昭

和 31

年 政

令 第

290

号）第

５ 条

第 ６

項 に

規 定

す る

便 益

施 設

を い

う。）

を 設

置 す

る 場

合は、

当 該

公 募

に よ

り 決

定 し

た 額

と す

る。こ

の 場

合 に



お い

て、当

該 金

額は、

100 円

を 下

回 つ

て は

な ら

な

い。） 

 占

用

料 

我孫子市道路

占用料条例別

表の占用物件

の欄に掲げる

もの 

我孫子市道路占

用料条例の例に

より算出した道

路占用料の額に

相当する額 

      

備考 備考 １平方メートル未満の端数は、

１平方メートルとして取り扱う。 

 １ １平方メートル未満の端数は、

１平方メートルとして取り扱う。 

 

 ２ １月未満の端数は、１月として

取り扱う。 

 

 ３  使用料が１件 100円未満の場合

は、100円とする。 

 

２  都市公園条例第６条に規定する

有料公園施設の利用に係るもの 

２  都市公園条例第６条に規定する

有料公園施設の利用並びに都市公

園法（昭和31年法律第79号）第５条

第１項又は第６条第１項及び第３

項の許可に係るもの 



 
区分 単位 

金額

（円） 

  
区分 単位 

金額

（円） 

 

 使

用

料 

サッカー場 

（１面） 

一

般

・大

学

生 

１時間 1,000   使

用

料 

サッカー場 

（１面） 

一

般

・大

学

生 

１時間 1,000  

  高

校

生

以

下 

 500    高

校

生

以

下 

 500  

 サッカー場

（少年用） 

（１面） 

１時間 500        

 野 球

場 

（ １

面 ） 

湖 北

台 中

央 公

園 

一

般

・大

学

生 

１時間 800   野球場 

（１面） 

一

般

・大

学

生 

１時間 700  

   高

校

生

以

下 

 400        

  利 根

川 ゆ

う ゆ

う 公

一

般

・大

学

 700        



園 生 

   高

校

生

以

下 

 350    高

校

生

以

下 

 350  

 野球場（少

年用） 

（１面） 

１時間 350        

 庭球場（１

面）の目及

び駐車場の

目 略 

略 略   庭球場（１

面）の目及

び駐車場の

目 略 

略 略  

 入

館

料 

略 略 略   入

館

料 

略 略 略  

      占

用

料 

電

柱

類 

電

柱 

第 １

種 電

柱 

１本につき 

１年 

1,000  

    第 ２

種 電

柱 

 1,600  

       第 ３

種 電

柱 

 2,200  

      電

話

柱 

第 １

種 電

話 柱 

１本につき 

１年 

930  

      第 ２  1,500  



種 電

話 柱 

       第 ３

種 電

話 柱 

 2,100  

      その他の

柱類 

１本につき 

１年 

72  

      変圧塔そ

の他これ

に類する

もの及び

公衆電話

所 

１個につき 

１年 

1,400  

      郵便差出

箱 

１個につき 

１年 

600  

      その他の

もの 

占用面積１

平方メート

ル に つ き 

１年 

1,400  

     地

下

埋

設

物 

外 径 が

0.1 メ ー

トル未満

のもの 

長さ１メー

トルにつき 

１年 

48  

     外 径 が

0.1 メ ー

トル以上

0.15メー

トル未満

のもの 

 72  



      外 径 が

0.15メー

トル以上

0.2 メ ー

トル未満

のもの 

 95  

      外 径 が

0.2 メ ー

トル以上

0.4 メ ー

トル未満

のもの 

 190  

      外 径 が

0.4 メ ー

トル以上

1.0 メ ー

トル未満

のもの 

 480  

      外 径 が

1.0 メ ー

トル以上

のもの 

 950  

     標識 １本につき 

１年 

1,100  

     工事用施設

及び材料置

場 

占用面積１

平方メート

ル に つ き 

１月 

440  

    その他 別に定める額  



備考 備考 

１ 略 １ 略 

２ 市内に居住、在勤又は在学する

者以外の者の使用料（駐車場に係

る使用料を除く。）は、この表に

掲げる額にそれぞれ２を乗じて

得た額とする。ただし、茨城県取

手市に居住、在勤又は在学する者

が、利根川ゆうゆう公園野球場若

しくは野球場（少年用）又はサッ

カー場若しくはサッカー場（少年

用）を使用する場合にあつては、

この限りでない。 

２ 市内に居住、在勤又は在学する

者以外の者の使用料（駐車場に係

る使用料を除く。）は、５割増（10

円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）とする。ただし、

茨城県取手市に居住、在勤又は在

学する者が、利根川ゆうゆう公園

野球場又はサッカー場を使用す

る場合にあつては、この限りでな

い。 

３から５まで 略 ３から５まで 略 

 ６ 第１種電柱とは電柱（当該電柱

に設置される変圧器を含む。以下

同じ。）のうち３条以下の電線（当

該電柱を設置する者が設置する

ものに限る。以下この号において

同じ。）を支持するものを、第２

種電柱とは電柱のうち４条又は

５条の電線を支持するものを、第

３種電柱とは電柱のうち６条以

上の電線を支持するものをいう。 

 ７ 第１種電話柱とは電話柱（電話

その他の通信又は放送の用に供

する電線を支持する柱をいい、電

柱であるものを除く。以下同じ。）

のうち３条以下の電線（当該電話

柱を設置する者が設置するもの



に限る。以下この号において同

じ。）を支持するものを、第２種

電話柱とは電話柱のうち４条又

は５条の電線を支持するものを、

第３種電話柱とは電話柱のうち

６条以上の電線を支持するもの

をいう。 

 ８  占用面積若しくは占用物件の

面積若しくは長さが１平方メー

トル若しくは１メートル未満で

あるとき、又はこれらの面積若し

くは長さに１平方メートル若し

くは１メートル未満の端数があ

るときは、１平方メートル又は１

メートルとして計算する。 

 ９  占用料の額が年額で定められ

ている占用物件に係る占用の期

間が１年未満であるとき、又はそ

の期間に１年未満の端数がある

ときは月割りをもつて計算し、な

お、１月未満の端数があるときは

１月として計算し、占用料の額が

月額で定められている占用物件

に係る占用の期間が１月未満で

あるとき、又はその期間に１月未

満の端数があるときは１月とし

て計算する。 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

 施設 単位 金額   施設 単位 金額  



 我孫子市

生涯学習

センター

駐車場 

略 略   我孫子市

生涯学習

センター

駐車場 

略 略  

 新木行政

サービス

センター

会議室 

午 前 ９ 時 か

ら 正 午 ま で 

680円   新木行政

サービス

センター

会議室 

午 前 ９ 時 か

ら 正 午 ま で 

480円  

 午 後 １ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

930円   午 後 １ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

660円  

 午 後 ６ 時 か

ら 午 後 ９ 時

まで 

680円   午 後 ６ 時 か

ら 午 後 ９ 時

まで 

480円  

 小学校及

び中学校

の体育館

の項及び

小学校の

地域交流

教室の項 

 略 

略 略   小学校及

び中学校

の体育館

の項及び

小学校の

地域交流

教室の項 

 略 

略 略  

備考 略 備考 略 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。ただし、第１条の規定並びに

第２条中別表第１の２の表の改正（「並びに都市公園法（昭和３１年法律第

７９号）第５条第１項又は第６条第１項及び第３項の許可」を削る部分、占

用料の項を削る部分及び備考６から９までを削る部分を除く。）及び別表第

３の表の改正は、令和２年１０月１日から施行する。  



（準備行為） 

２ 第１条の規定による改正後の我孫子市都市公園条例別表第１の野球場（少年

用）及びサッカー場（少年用）の使用に係る申請、許可その他この条例を施行

するために必要な行為は、前項ただし書に規定する規定の施行の日（第４項に

おいて「一部施行日」という。）前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３  第２条の規定による改正後の我孫子市使用料条例別表第１の１の表の規定

は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び占用料について適用し、

同日前の申請に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。 

４  第２条の規定による改正後の我孫子市使用料条例別表第１の２の表及び別

表第３の規定は、一部施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日

前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 


